
特集：災害に際して私たちにできること
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香美市内の自主防災組織の現状
今年4月1日現在で67組織（土佐山田町62・香北町4・物部町1）が設立されています。

組織率　加入世帯数/管内世帯数　33.0％

防災倉庫や資機材の整備、防災マップの作成、防災訓練などが実施されています。

香北町猪野々地区

香北町朴ノ木地区

土佐山田町西町３丁目地区土佐山田町小島地区
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《自主防災組織とは》
　生命や財産を守るためには、皆さん自身
が災害の初期段階で適切な防災活動を行う
ことが大変重要です。また、各自が勝手に
行動していたのではとても大災害には立ち
向かえません。
　隣近所など地域の皆さんが団結し、組織
的に活動することによって、最大の効果が
発揮できるのです。
　自主防災組織とは、「自分たちのまちは
自分たちで守る」という、地域住民の自衛
意識と連帯感に基づいて結成される防災組
織です。

《自主防災組織の必要性とは》
　大地震が起こった場合、被害を最小限にと
どめるよう防災関係機関は総力をあげて防災
活動に取り組みます。しかし、地震による被
害は、火災をはじめ、道路の寸断、建物など
の被害、断水や電力供給の停止など、関係機
関のみの活動では、十分に対処できないこと
が考えられます。
　そこで、それぞれの家庭での日頃の備えや、
いざというときの心構えが必要になってきま
すが、それに加えて、地域ぐるみの防災活動
で皆さんがお互いに協力しあい、地域全体の
安全を守る必要があります。

《組織の設立・運営》

　組織は、基本的に一つの自治会単位で立ち上げていますが、世帯数が少ない自治会では、

複数の自治会合同で立ち上げることも可能です。

 運営については、下記のとおりになります。

 １．規約により、次のような役員が置かれます。

 　会　長：防災会を代表し、災害発生時には応急対策の指揮者

 　副会長：会長の補佐など

 　班　長：情報・避難誘導などの班のリーダー

 　会　計：防災会の会計事務

 　監　事：会計を監査

 役職数やその人数については、世帯数や年齢構成によって地域（組織）ごとに異なります。

 ２．活動内容　災害時の活動内容を記載した防災計画に基づき活動を実施します。

 ３．運営資金　それぞれの組織で調達します。
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